
 

本庄市子どもの学習・生活支援事業業務委託公募プロポーザル募集要項 

 

１ 概要 

本庄市は、市内に居住する生活困窮世帯及び生活保護世帯の小学生、中学生、中学校卒業後未進

学者、高校生、高校中退者及びその保護者等に対して、学習意欲の向上や基本的生活習慣の形成、

及び保護者の就学意識の向上などを支援する事業を行い、高等学校進学及び卒業等の重要性を理解

させるとともに、基礎学力の向上を図ることにより、高等学校への進学及び卒業後の進路決定まで

を包括的に支援する事業を、一部委託する形態で実施する。 

これらの事業の実施には対人援助に係る高度な専門性及び技術力を有する人材を必要とするも

のであることから、高度な専門性や技術力、豊富な経験を有した民間事業者を対象に、企画提案に

よる公募を実施するものである。 

 

２ 業務委託の内容に関する事項 

（１）業務名 

    本庄市子どもの学習・生活支援事業業務委託 

（２）業務内容 

    別紙「本庄市子どもの学習・生活支援事業業務委託仕様書」による。 

（３）業務委託の期間 

    令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

（４）委託料上限額 

    ７４，６６１千円（消費税額及び地方消費税額を含む。） 

    本業務委託の契約締結に係る上限額であり、この範囲内の見積額で予算見積調書が提出さ

れた場合、選定委員会審査への参加及び契約が可能となる。見積額が委託料上限額を超えた

場合には審査自体を行わない。 

 

３ 参加資格要件 

本件プロポーザルに参加できる者は次に掲げる全ての要件を満たしている者とする。ただし、

次のいずれかに該当しないこととなった場合は、参加資格を取り消すものとする。 

（１）生活困窮者自立支援法施行規則（平成２７年厚生労働省令第１６号）第９条の規定に該当す



る者。なお、同条中の「都道府県等が適当と認めるもの」とは、過去５年間に、国又は地方公

共団体での類似業務を行った実績を有する団体とする。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者である

こと。 

（３）本庄市契約規則（平成１８年本庄市規則第４９号）第３条の規定により本庄市の一般競争入

札に参加させないこととされた者でないこと。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てをしていない者で

あること。 

（５）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てをしていない者で

あること。 

（６）本業務の公告日から業務委託候補者を選定するまでの期間に、本庄市物品等の契約に係る指

名停止等の措置要綱（平成２１年本庄市告示第４３号）に基づく指名停止の措置を受けていな

い者であること。 

（７）本業務の公告日から業務委託候補者を選定するまでの期間に、本庄市の締結する契約からの

暴力団排除措置に関する要綱（平成１８年本庄市告示第２３号）に基づく指名除外の措置を受

けていない者であること。 

 

４ 委託業者選定スケジュール 

項目 日程 

公告 令和７年１２月１２日（金） 

質問書提出期限 令和 7年１２月２２日（月） 

質問回答期限 令和７年１２月２６日（金） 

参加申込書提出期限 令和８年 １月１３日（火） 

参加資格審査通知（発送） 令和８年 １月１６日（金） 

企画提案書の受付開始 令和８年 １月２０日（火） 

企画提案書の提出期限 令和８年 ２月 ２日（月） 

審査実施日 令和８年 ２月１２日（木） 

審査結果の通知 令和８年 ２月１９日（木） 

契約の締結 令和８年 ２月下旬 

 

５ 質問書の提出について 

本件プロポーザルに関する質問については、質問書（様式１０）により、次のとおり提出するこ

と。  



（１）提出期限 令和７年１２月２２日（月）午後５時まで 

（２）提出方法 質問書（様式１０）を電子メールで送信すること。なお、送信後は必ず電話にて

送信確認を行うものとする。 

※口頭での質問は受け付けないものとする。 

（３）回答方法 質問に対する回答については、全ての質問をとりまとめた上で、令和７年１２月

２６日（金）午後５時までに市ホームページへの掲載により行うものする。 

※評価等に影響を及ぼすおそれがある質問（参加事業者数、参加事業名、選定委

員等）は受け付けない。 

 

６ 参加申込書等の提出について 

（１）提出期限  令和８年１月１３日（火）午後５時まで 

（２）提出書類  ・参加申込書（表紙） 

         ・団体概要調書（様式１） 

         ・業務受託実績調書（様式２） 

         ・法人等履歴事項全部証明書 

         ・その他事業者の概要を表すもの（任意様式、パンフレット等可能） 

（３）提出部数  ２部（正本１部、副本１部） 

（４）提出方法  持参又は郵送（郵送の場合は、書留とし、提出期限内に必着のこと） 

（５）提出場所  ８のとおり 

（６）審査結果  令和８年１月１６日（金）に郵送で通知する。 

（７）その他   複数事業者が共同して当該事業に参加する場合は、代表事業者が参加申込書等

を提出するものとする。このとき代表事業者以外の事業者は、参加申込書等の

内容を別紙（任意様式）に記して、業務委託実績及び事業者の概要を表すもの

を併せて提出すること。 

７ 企画提案書の提出について 

（１） 提出期間  令和８年１月２０日（火）から２月２日（月）午後５時まで 

（２） 提出書類  ・企画提案書（表紙） 

          ・事業の実施体制（様式３） 

          ・事業実施に当たっての提案（１）（様式４） 



          ・事業実施に当たっての提案（２）（様式５） 

          ・事業実施に当たっての提案（３）（様式６） 

          ・事業実施に当たっての提案（４）（様式７） 

          ・事業実施に当たっての提案（５）（様式８） 

          ・見積書（様式９） 

※見積書は、単年度ごと及び３年度合算分それぞれ用意すること。また、見積額には、消

費税及び地方消費税の額を明示すること。消費税非課税団体の場合はその旨を明示する

こと。 

（３） 提出部数  ６部（正本１部、副本５部） 

（４） 提出方法  持参又は郵送（郵送の場合は書留とし、提出期限内に必着のこと。） 

（５） 提出場所  ８のとおり 

 

８ 事務局（問合せ先・提出場所） 

    〒３６７－８５０１  

埼玉県本庄市本庄３－５－３ 

    本庄市福祉部生活支援課 福祉総合支援係 

     ０４９５－２５－１１９７（電話） 

     ０４９５－７１－４５０８（ファクシミリ） 

     fukusisoudan@city.honjo.lg.jp（電子メール） 

 

９ 業務受託候補者の選定に関する事項 

   子どもの学習・生活支援事業選定委員会（以下「選定委員会」という。）により、参加事 

業者ごとにプレゼンテーションを実施する。 

 （１）審査基準 

ア 評価は選定委員審査による評価点を基に行う。 

イ 選定委員審査による評価点は、選定委員１人当たり５０点満点、合計２５０点満点とする。 

ウ 「本庄市子どもの学習・生活支援事業公募プロポーザル募集要項」２(４)に定める委託料

上限額を上回った見積書を提出した参加者は、失格とし、プレゼンテーションに参加でき



ない。 

エ 選定委員によるイの審査の結果、評価点が２５０点満点中１５０点に満たない場合には選

定対象としない。 

オ 選定委員会は、以下の「選定委員審査に係る評価項目及び評価の視点」により、企画提案

書の内容及びプレゼンテーション審査の結果を総合的に判断し、選定委員会が最も優れて

いると認める者を最優秀企画提案事業者として選定する。評価の結果、総合点数が最も高

い参加事業者が複数いた場合は、選定委員会で協議し、決定する。 

   本庄市は、選定委員会の審査を基に、総合的に判断して当該事業の業務受託候補者を選

定する。 

 

選定委員審査に係る評価項目及び評価の視点 

 

（２）審査 

   ア 日時    令和８年２月１２日（木） 

イ 会場    本庄市が指定する場所 

ウ 提案時間  １事業者当たり概ね６０分（説明３０分、質疑２０分） 

評価項目（配点） 評価の視点 

１ 業務の実施方針・実施計画 

 

 

（１５点） 

・事業目的の理解度 

・目標達成に向けた実施方針の明確性 

・提案内容の独自性 

・実施手法の的確性・スケジュールの妥当性 

２ 業務の実施体制・実施手法 

 

 

 

 

（２５点） 

・実施体制 

・自立相談支援事業等の他の事業及び関係機関との連携 

・アウトリーチ（訪問活動）に関する手法 

・ボランティアの確保や研修計画、事業の成果測定に関する

大学との連携 

・学習教室の運営に関する手法（教室を他の自治体の学習支

援事業と共同で運営する場合の手法を含む。） 

３ 価格 

（１０点） 

・提案内容に対して価格は適当か。 



エ 内容    企画提案書の説明 

オ 出席人数  プレゼンテーションに参加できる人数は、１事業者当たり３人以内とする。 

カ 使用機器  パソコンやスクリーン等の持込機器の使用は可とするが、全て参加事業者

の持込とする（電源の提供は可）。機器の設置に必要な時間は、説明時間

に含まないが、目安は５分程度とする。 

 

（３）選定結果の通知  

    選定結果は令和８年２月１９日（木）に郵送で通知する。 

 

１０ 委託契約 

   選定された受託候補事業者と本庄市との間で委託条件等に関する協議を行い、最終的な仕様

書を作成し、事業委託に係る契約を締結する。なお、受託候補事業者契約締結の合意に至らな

かった場合は、原則として次点受託候補事業者と協議を行うものとする。 

 

１１ 参加資格の喪失に関する事項 

   次のいずれかに該当したときは、業務委託候補者の選定手続への参加資格を失うことがある。 

（１）３（参加資格要件）の要件を満たさなくなったとき。 

（２）参加申込書等及び企画提案書の提出日、提出場所、提出方法等が本要項に適合しなかったと

き。 

（３）参加申込書等及び企画提案書に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていなかったとき。 

（４）参加申込書等及び企画提案書に記載すべき事項以外の事項が記載されていたとき。 

（５）参加申込書等及び企画提案書に虚偽の内容が記載されていることが判明したとき。 

 

１２ その他 

（１）本プロポーザルへの参加者を広く募るため、本庄市ホームページへの掲載により周知を行う。 

（２）提出された参加申込書等、質問書及び企画提案書（以下「提出書類等」という。）は返却し

ない。 

（３）本プロポーザルに係る書類の作成及び提出に係る費用並びに説明会及び審査への参加費用は

全て参加者の負担とする。 



（４）提出書類等は、本業務の受託候補者の選定以外の目的には使用しない。なお、提出された書

類は、本庄市情報公開条例に基づき公開する場合がある。 

（５）参加申込書等を提出した者が本プロポーザルの参加を辞退する場合は、速やかに文書で本庄

市福祉部生活支援課長に届け出ること。 

（６）業務受託候補者選定後、本プロポーザルに参加した事業者を公開する場合がある。ただし、

提案内容及び審査内容については公開しない。 

（７）複数の事業者が共同して、当該事業に参加することができる。この場合、事業者間の意思決

定や当該事業業務委託に責任を持つ者（代表事業者）を決定し、事業者間の役割分担を明確に

すること。 

   また、共同する全ての事業者が３に規定する参加要件を満たしていること。 

（８）当該事業の実施につき、本庄市議会で業務委託期間中の歳入歳出予算が議決されなかったと

き又は歳入歳出予算の当該金額に減額等があったときは、本事業の一部または全部を実施しな

い場合がある。 

（９）当該事業の実施につき、業務委託期間において厚生労働省による国庫補助金の内示額に基づ

く事業費が２の（４）委託料上限額のうち、その年度の契約額を下回った場合、業務委託期間

内であっても委託契約額を変更することがある。 


